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組
栂
主
値
と
し
て

1
2商
品
世
向
会
首
位
。
課
精
卵

Ha自
瑚
田
町
及
制
限

ω持
。
珂
田
町
一
山
骨
共
職
分
の
補
担
、
川
財
政
上
の
得
策
的
会
共

闘
極
に
川
し
雪
可
前
崎
川
其
制
肱
川
剛
悼
の
限
定
凶
財
躍
及
牧
入
珂
翻
白
限
定

ω制
措
程
度
。
限
定
叫
品
盆
岡
崎
課
草
加
の
謀
長
品

其
官
山
聞
か
直
接

ω
謀
一
去
最
例
…
山
間
接
の
朴
吉
川
北
批
判
例
直
情
錦
町
間
一
凶
川
崎
課
輯
)

諸

君

と

し

て

の

公

益

剛
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白

金

回

警

護
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諭

叢

骨
盤
闘
悼
と
関
税

第
二
十
五
巻

一

第一一揖

会
盆
州
健
正
鵠
税
己
に
就
い
て
は
、
従
来
主
ご
し
て
は
比
凶
飽
に
封
す
る
直
接
間
接

ω兎
税
に
於
て
・
問
題
t

き
れ
て
居
る
が
、
併
し
此
凶
鶴
自
ら
が
課
税
離
を
有
ち
、
其
凶
慌
員
に
謝
し
課
枕
金
銭
す
ど
い
ム
関
係
が
あ
っ

て
、
此
捌
係
が
動
も
す
る
ぜ
閑
却
さ
れ

τ居
る
。
隠
っ
て
此
仁
つ
い

wτ
の
設
明
を
錯
す
の
は
無
意
味
で
な
い
し
、

真
ら
に
会
盆
剛
健
に
謝
す
る
課
税
的
方
面
か
ら
い

γ

ふ
て
も
、

嘗
然
考
慮
ず
ぺ
話
事
柄
じ
し
て
、

我
邦

ω
立
法
に
於

て
は
、

不
問
に
附
し
考
慮
セ
怠
っ
て
居
る
吉
田
山
は
る
、
も
の
が
あ
る
に
就
い

τは、
之
に
つ
い
て
山
狩
意
を
喚
起

す
る
の
も
無
恥
義
で
は
な
い
ご
忠
ふ
に
図
っ
て
、
敢

τ諸
に
之
骨
抜
制
限
し
て
見
ゃ
う
E
恩
ふ
。

第
一
段

租
税
主
慨
ざ
し
て
の
公
椛
凶
惜

↓
公
盆
川
純

ω
諜
枕
市
川
恕
り
咽
叫
白
川
品
制
限

川
公
盆
州
側
関
杭
出
羽
拙

ω
現
肉

(
川
公
盆
同
位
以
岡
家
比
其
他

ω
統
治
州
値
比
並
一
他
吋
会
共
附
慨

ωR公
共
的
職
分
h
T
補
完
す
る
重
要
め
る
附
健

な
し
レ
ふ
事
|
|
会
徒
同
値
G

い
ふ
山
は
、
室
長
品
憾
で
ゐ
り
、
品
者
に
る
者
り
刺
盆
よ
り
も
、
む

し
ろ
一
般
人
り
利
盆
L
T
計
品
川
惜
ζ

レ
ム

ωで
あ

h
、
批
品
目
全
般
の
文
化
又
は
嗣
祉
を
抽
出
捗
せ
ん
ピ
す
る
も
の
で

あ
り
、
串
間
技
謹
白
川
数
紙
背
慈
善
公
術
生
等

ω
円
的
を
引
っ
た
阿
世
乙
い
ふ
ニ
ご
に
な
る
{
健
一
)
O

此

ω
如
き
剛
健

の
行
ム
断
り
も
の
は
、
統
治
剛
健
又
は
其
仙
川
山
一
公
共
川
間
慨
し
於
1
行
へ
ば
行
ひ
得
ゐ
出
閉
山
り
も
の
で
め

b
、
後
者
り

，・-.‘'



み
一
〈
行
は
な
い
か
又
は
共
り
之
を
行
ム
ニ
Z
の
不
十
分
な
る
仁
於
て
吊
前
者
が
之
を
補
完
し

τ行
ふ
の
で
あ
る
。

即
ち
前
者
が
之
を
行
ふ
ゅ
は
、
会
〈
後
者
を
補
助
す
る
所
以
で
あ
ち
、
此
蜘
に
於
て
前
科
は
級
者
ご
市
押
し
f
重
要

な
る
も

ωで
ゐ
h
、
此
の
如
〈
に
重
些
な
る
会
盆
凶
躍
に
は
蹴
税
を
宥
怨
す
る
り
も
決
し
て
不
常
で
は
な

ν
。
後

者
を
免
税
す
る
こ
Z
が
認
め
ら
る
、
以
上
は
、
前
者
を
h
出
羽
恕
し
て
良

ν
富
二
)
O

(
健
三
ミ
ル
プ
ト
は
、
公
益
は
剥
己
に
封
立
す
る
も
の
て
あ
リ
、
其
は
、
企
業
が
直
措
に
一
般
に
役
立
つ

4
t定
め
ら
れ
、
且
つ
事
買
上
役
立
つ

慮

ι存
す
る
。
-
畦
と
い
ふ
事
内
叫
素
旧
、
各
山
法
体
上

A
事
質
上
山
制
叫
tv
排
除
す
る
こ
と
を
古
叫
し
な
い
。
唱
だ
一
定
山
人
{
家
族
、

-
L

場
内
妙
働
有
山
'
聞
き
Y

へ
ω
制
叫
山
恥
を
排
除
す
る
。
品
盆
行
局
内
裂
は
る
L
慮
と
し
て
は
、
事
川
技
蕗
筑
散
散
化
説
善
公
共
街
4
一等
M
F
考
察
に

tm
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
ニ
)
ミ
ル
プ
ト

H
、
寺
院
、
蔀
義
的
品
公
益
剛
位
。
受

f
る
利
枕
山
兎
除
A
利
減
は
、
同
家
H
的
を
仙
完
ず
る
曲
者

A
H
的
よ
り
し
て
締
盟
せ
L

め
る
と
い
ひ
、
プ
ア
イ
ァ
ア
ー
も
、
一
定
山
財
凶

A
批
凶

H
共
川
的
が
凶
，
命
事
前
酬
の
仙
完
的
山
も
の
で
井
俗
的
此
峠
甲
山
も
の
が
多
，
、
の
困
に
て
琵

拐
を
受
川
る
企
H
H
L
、
ラ
ウ
am
祉
制
M
A
則
幽
に
し
て
其

H
的
が
大
に
問
中
抵

N
的
に
趨
臨
し
其
給
品
軒
段
な
る
宥
恕
U
A
拙
助
走
値
す
る
も
の
が
あ
る

と
錦
す
a

何
日
四
品
位
川
間
他
企
宥
怨
す
る
は
之
に
課
枕
す
る
よ
h
も
岡
家
に
取
・
り
て
財
政
上
得
策
な
り
ど
い
ふ
事
|
|
此
日
常

盆
附
他
的
錯
す
所

ω
も
の
が
共
り
時
其
蕗
り
端
情
正
し
て
一
般
公
共
的
第
め
に
必
要
有
盆
な
る
も
の
ご
す
る
な
ら

ば
、
此
会
盆
刷
慨
が
無
〈
.
此
が
活
動
し
な
か
っ
た
ご
す
れ
ば
、
岡
家
又
は
少
〈
古
も
其
他
的
会
共
同
慢
に
て
之

を
行
は
な
，
、
て
は
な
ら
泊
。
其
錦
め
仁
け
自
ら
此
者
に
於
工
慨
山
況
を
要
し
、
随
ふ
て
は
租
税
又
は
少
〈
ご
も
準
税

を
取
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
岡
家
等
が
之
を
符
ム
錦
め
に
取
る
税
額
は
、
会
盆
岡
穏
に
費
し
て
課
税
せ
ら

箇

叢

第

腕

会
誼
剛
健
と
餌
軸

第
二
十
五
巻
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誼

会
徒
同
時
と
開
柚

第
二
十
荒
巻

第

班

回

四

讃

る
べ
き
額
よ

h
u何
ピ
し

τも
大
い
も
の
芭
な
ら
古
る
を
得
曲
。
此

ω如
語
は
全
〈
不
得
策
山
こ
E
で
あ
っ
て
、

む
し
乃
此
公
盆
剛
健
に
課
す
る
税
を
見
じ
て
、
盛
に
彼
を
し
て
活
動
せ
し
め
、
以
て
闘
家
自
ら
の
施
須
の
た
め
の

稔
h
z
取
る

ω必
要
な
か
ら
し
む
る

ωが
選
む
ぺ
‘
き
で
あ
る
。

つ
ま
b
n骨
盆
川
健
が
本
来
、
税
に
よ
b
て
行
は
る
ぺ

き
も
の
を
行
っ

τ居
る
の
に
か
ら
、
サ
荒
川
日
ら
し
て
枕
を
取
る
山
は
過
ぎ
て
居
る
ご
い
ふ
こ
ご
を
得
る
。
共
か
ら
税

を
取
る
が
治
め
に
公
盆
州
鰻

ω
後
迭
を
抑
制
す
る
も
の

Z
す
れ
ば
、
実
は
財
政
上
に
は
一
を
取
っ
て
十
を
失
ふ
古

νふ
や
う
な
不
得
策
な
緒
川
需
に
な
る
o
之
を
兎
宥
す
る
の
が
得
策

t
v
ふ
こ
ご
仁
な
る
(
時
三
)
O

尤
も
之
か
ら
税
を

取
っ
て
も
彼
的
公
盆
川
問
健
が
免
税
す
る
場
合
吉
岡
じ
H
h
り
に
謙
遜
す
る
古
い
ふ
な
ら
ば
、
此
よ

b
し
て
殺
を
取
る

の
が
得
策
だ
ピ
も
い
へ
る
で
ゐ
ら
う
。
併
し
賞
際
、
殺
を
取
っ
北
な
ら
ば
、
之
金
取
ら
ぎ
る
己
比
し

τは
可
な
b

強
〈
其
後
遣
を
抑
制
す
る
で
あ
ら
う

L
、
共
か
ら
税
を
取
る
ご
い
ふ

τ
も
、
そ
ん
な
に
大
な
税
率
を
課
す
る
誇
仁

は
往
が
や
，
、
結
局
、
取
る
よ
9
も
多
〈
を
失
ム
守
』
芭
に
路
着
ず
る
で
あ
ら
う
。

(
陸
軍
}

此
事
は
諸
多
目
一
串
者
J

山
留
め
る
@
師
ち
例
之
、
プ
ア
イ
ヌ
ア
】
は
、
人
は
‘
此
等
由
回
世
が
之
な
け
れ
ば
岡
家
自
ら
錯
し
た
る
べ
奇
仕
事

走
行
ひ
、
其
剛
櫨
に
材
料
が
不
十
分
で
あ
れ
げ
国
家
が
之
に
摘
出
を
典
ふ
る
か
、
左
も
な
{
ぽ
闘
家
自
ら
其
活
動
を
引
提
〈
る
の
義
務
あ
る
と
と

に
な
る
@
随
ふ
て
一
方
に
此
事
の
圃
値
に
封
L
租
粧
を
識
し
て
其
か
ら
或
鞠
を
取
り
、
而
か
も
他
方
、
交
付
金
由
形
て
直
ち
に
再
V
此
帯
四
闇
値

に
其
企
典
ふ
る
の
は
嵐
な
る
事
だ
と
い
ふ
と
説
い
て
居
り
、

4

ル
ギ
ウ
ス
.
‘
、
財
閥
等
が
共
同
有
の
財
産
見
は
固
有
の
牧
入
を
有
っ
と
き
に
、
国

家
四
旗
入
は
恐
ら
〈
其
れ
だ
け
小
い
こ
と
を
得
る
。
そ
し
て
比
事
が
財
政
上
無
意
味
で
な
い
。
何
と
な
れ
ば
岡
家
は
嗣
費
量
節
約
す
る
を
得
る
か

ら
と
い
F
、
ラ
ウ
も
、
励
幽
に
は
見
脆
原
則
が
適
用
主
る
べ
き
官
。
共
D
H
的
自
翁
品
目
支
出
量
課
枕
に
よ
り
て
制
限
す
る
と
正
は
、
各
自
抽
輯

・a



義
務
者
E
鵠
拾
す
る
と
同
一
結
果
と
な
る
か
ら
。
:
:
其
戒
も
白
に
て
は
伎
が
十
分
な
る
岡
有
牧
入
量
陸
〈
と
き
位
、
闘
障
が
之
に
材
料
を
補

給
し
な
{
で
は
な
ら
由
。
旦
他
自
も
白
に
て
は
彼
自
慨
す
る
も
由
副
大
に
公
拍
的
で
あ
っ
て
、
之
が
成
呆
L
Z

租
積
に
よ
明
て
耕
め
る
ζ

と
は
得
策

て
な
い
と
い
ふ
て
居
り
、
ジ
エ

ν
セ
シ
も
、
彼
侍
(
私
立
串
枝
、
皐
術
的
宗
歌
的
A
描
善
的
凪
健
)
自
前
動
は
公
的
性
質
を
事
ち
、
其
白
戒
も
由

は
、
私
人
が
随
意
に
之

taさ
な
か
っ
た
な
れ
ば
、
閤
家
に
よ
り
で
行
は
れ
た
る

4e一
も
の
で
あ
る
・
園
陣
的
且
地
か
ら
し
て
、
此
蛇
甲
田
制
民
及

其
財
産
に
於
け
る
積
由
要
求
ま
止
め
る
こ
と
が
、
彼
毎
回
腸
続
ず
れ
た
な
ら
ば
恐

ι
tは
止
め
た
る
4

き
此
節
目
制
度
。
一
都
世
行
ふ
よ
り
も
費

用
を
簡
約
す
る
所
以
で
あ
る
と
錦
L
、
A

ツ
ケ
ル
も
、
私
立
の
財
幽
は
此
が
其
働
脅
に
よ
り
て
岡
家
に
締
刷
賢
岳
節
せ
L
む
る
&
曹
に
叉
之
を
師
せ

し
む
る
だ
け
に
て
租
枯
特
典
を
曇
〈
と
い
ふ
て
居
る
@
制
ほ
ホ
ル
ム
ス
に
依
る
と
、
米
叩
噛
裁
州
即
位
、
世
田
義
、
宗
敏
文
は
駄
宵
掛
闘
に
崩
す
る
兎

稀
を
、
此
が
政
府
内
負
婚
を
節
す
る
と
い
ふ
珂
由
自
上
に
蹄
明
し
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
・

は
日
常
袋
同
値
が
会
共
同
健
よ
り
も
よ
り
良
f
R公
共
的
任
務
を
果
た
す
場
合
ゐ
る
事

1
l若
も
公
共
的
一
公
盆
的

任
務
を
ば
、
岡
家
又
は
其
他
川
町
会
共
倒
飽

ω方
が
、
公
益
附
髄
よ

b
も
よ

b
良
〈
充
た
す
正

νふ
な
ら
ば
、
公
益

園
憾
に
之
を
任
か
せ
す
し

τ、
専
ら
公
共
同
飽
に
て
之
を
行
ふ
た
ら
良
い
古
も
い
へ
る
。
併
し
質
際
此
任
務

ω少

c
zも
一
部
は
会
盆
剛
健
に
任
か
し
た
方
が
よ

h
良
〈
往
〈
芭
い
ふ
事
が
あ
る
。
其
れ
だ
け
に
て
は
公
益
剛
鰭
hr

存
立
せ
し
め
、
叉
共
を
兎
枕
す
る
の
が
嘗
然

r
zい
ふ
こ

Z
に
も
な
る
。
何
う
し
て
、

古
う
か
ご
い
ふ

E
、
公
共

的
任
務
に
よ
・
り
て
は
政
府
に
し
て
初
め
て
出
来
る
ご
い
ム
事
も
あ
る
が
、
併
し
数
化
事
業
枇
曾
事
業
な
ど
に
な
る

正
、
閑
々
、
政
府

ω役
人
の
手
で
は
官
僚
的
に
行
は
れ
て
甘
(
行
届
か
争
、
私
人
が
己
の
生
命
を
掛
り
た
仕
事
正

し
て
懸
命
に
遺
る
ピ
き
に
、
甘
〈
往
〈
正
い
ふ
事
が
あ
り
得
る
。
ヌ
之
じ
使
は
る
、
資
金
に
し
て
も
人
が
、

干且
税

ご
し
て
億
ふ
の
で
あ
れ
ば
、

あ
ま
b
進
ん
で
も
出

3
G
い
が
、
な
且
官
州
事
業
で
あ
り
、
自
分
浅
の
仕
事
だ
ご
い
ふ

歯

骨
盤
同
組
&
蹄
続

第
二
十
青
島
官

五

最

第

焼

五

prei町er，a. a目 o.s. 39・B田富山5，Fw. S. 54田 Rau， a. a. O' S. 406. 
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誼

峰
雄
剛
健
と
開
積

第
二
十
U

円
借

.-，、

都

観

~， 

揖

正
き
仁
、
会
き
持
ウ
物
ey
投
打
出
し
て
も
厭
日
仏
両
ご
い
ふ
や
う
な
事
が
ゐ
・
り
得
る
。
-
仁
か
ら
し

τ此
柿
の
事
業
ド

て
は
可
な
り
の
秤
皮
ま
で
、

民
同

ω乱
世
(
悼
凶
般
に
任
か
し
て
良
い
の
で
ゐ
-P
、
其
に
よ
り

τ日
公
共
剛
傾

ω
施
錦
よ

h
も
よ
・
9
良
ヨ
成
巣
が
生
じ
得
る
。

之
を
課
税
上
消
恕
す
る
の
は
豆
蛍
り
事
で
ゐ
る

Z
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

別
公
益
凶
側
課
枚
出
制
掛
川
制
限

け
出
羽
加
加
さ
る
イ
旨
日
公
徒
附
時
的
飽
困

ω限
定
|
|
一
公
盆
州
慨
が
課
税
上
出
羽
独
さ
る
ぺ
し
ピ
い
ふ

ωは
、
此
れ
い

が
凡
川
、
て
の
も
の
を
清
松
1
4
し
正
い
ふ
こ
ご
仁
解
し

τは
な
p
i
ぬ
。
目
安
雄
一
附
蝕
正
い
ふ
て
も
、
其

ωR常
時
他
的
品
川

子
が
微
弱
で
あ
っ
て
、

特
に
之
に
出
羽
削
砲
を
興
ふ
る
に
及
ば
耐
ご
い
ふ
事
も
ゐ
る
し
、

ぴ
、
与
ぜ
こ
キ
ザ
、

J
J
i
u同
二
L
A
'
T
-

5
4
l
H
f
1
4品
H

I

J

1

は
之
を
清
怨
す
る

ιき
に
.
之
が
枇
刷
用
せ
ら
れ
て
弊
出
向
的
著
し
〈
現
は
れ
る
ご
い
ふ
事
が
ゐ
h
、
む
し
ろ
之
に
濁

L
て
は
畝
税
を
し
た
方
が
得
策
に
ご
い
ふ
事
も
あ
り
得
る
。
第
一
の
例
は
、
な
立
製
校
の
一
部
の
も
の
に
存
す

る
。
私
立
製
校
は
官
公
立
場
校
に
岨
到
し

τ、
良
く
往
り
ば
、
極
め
て
良
い
成
田
却
を
も
血
中
げ
得
る
。
会
盆
上
山
功
績

は
大
な
も
め
で
ゐ

h
得
品
。
け
れ
ど
も
、
中
に
は
不
完
全
な
教
育
を
施
し

τ大
な
る
合
備
を
柏
崎
し
、
其
を
関
係
者

が
秘
々
の
名
義
に
で
過
嘗
に
配
賞
す
る
ご
い
ふ
事
が
ゐ
b
得

τ、
晶
画
利
曾
枇
よ
h
も
よ
b
多
〈
不
都
合
な
、
民
会

往
的
な
一
帯
を
す
る
ご
い
ふ
こ
Z
が
あ
る
。
此

ω如
き
も
の
に
は
質
は
夫
の
出
羽
怨
は
行
は
ぬ
が
良
い
。
た
ャ
併
し
務

し
〈
私
立
事
校
の
中
に
就
い
て
硲
篠
的
な
も
の
ピ
反
乱
公
盆
的
な
も
の

Z
を
胤
別
す
る
-
』
百
円
か
娘
〈
{
師
四
)
、
強
ゐ
て

同
別
す
る
ご
き
仁
不
買
公
論
-
Z
も
な
り
得
る
し
、
恋
意
的
に
古
い
ふ
事
に
も
な
る
o

其
れ
で
此
は
・
針
際

ω立
法
に
際

4・・..者



じ
て
は
、
大
値
目

ι判
断
し
て
諜
否
を
決
し
、
例
之
、
私
立
準
校
の
大
多
数
が
公
術
的
だ
ご
す
れ
ば
之
に
清
怒
川
り

特
典
を
輿
へ
、
あ
ピ
は
此
が
監
督
を
殿
重
に
し
て
反
託
公
術
的
の
も
の
な
か
ら

L
む
る
や
う
仁
す
る
よ

b

外
は
な

い
。
第
二
り
例
は
寺
り
如
、
き
に
於
工
外
凶
じ
て
共
例
内
少
〈
な
い
蕗
で
ゐ
h
(
世
利
)
、
寺
り
如
3
も
り
に
兎
枕
を
庚

げ
る
ご
い
ふ
正
、
人
が
共
財
串
胞
を
守
的
も
的
ご
潟
し
、
共
際
賞
際
に
も
共
寺
り
も
の
ど
す
る
こ
ど
が
ゐ
れ
ば
、
叉

車
に
身
骨
誼
閣
に
げ
を
寺
り
も
の

E
し
て
'
W
H
盆
以
私
人
が
名
義
セ
作
っ
て
受
〈
ゐ

t
u
ふ
蹴
川
も
越
え
寺
十
併
侶
が

其
財
カ
セ
以

τ政
治
を
左
宿
す
る
こ

t
、
も
な
h
J
其
に
至
つ
て
は
迷
感
ほ
こ
ど
で
ゐ
え

そ
れ
か
ら
其
も
つ
財

産

ω
管
理
が
拙
い
Z
い
ふ
こ
己
も
あ
っ
て
政
治
上
経
掛
上
得
策
な
ら
守
正
い
匂
ふ
こ
古
も
ゐ
る
此

ω如
き
も
の
仁
謝

し
て
は
政
府
ご
し

τ共
を
制
し
ゃ
う
ご
し

τも
制
し
明
れ
宇
、
寺
が
、

あ
ま

η
大
な
財
産
を
も
っ
て
弊
害
が
多
(

な
れ
ば
.
今
度
は
之
が
見
枕
aT
廠
止
し
て
、
之
に
特
別
に
宙
一
い
税
を
さ
へ
も
課
し
な
け
札
ば
な
ら
ぬ
ニ

t
に
も
な

り
得
る
o

之
ご
同
時
に
見
徒
に
依
る
ピ
、
軍
な
る
私
的
的
閉
館
で
も
、
其
は
笹
川
剛
健
で
あ
っ
て
も
、
否
な
例
人

で
も
、
忠
w
H
に
其
々
山
仕
事
に
蛍
っ
て
居
る
ご
す
れ
ば
、
此
は
円
引
盆
に
迎
ひ
、
日
公
盆
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
布
背

し
〈
課
枕
に
於
て
・
訂
恕
す
る
の
が
烹
常
で
は
な
い
か
さ
も
い
は
れ
得
る
が
民
三
、
併
し
共
蕗
士
で
議
論
hv
進
め

τ

は
極
蛸
で
あ
h
正
賞
で
な
い
。

き
う
な
れ
ば
保
税
が
ゐ
ま
り
に
多
〈
な
・
9
過
ぎ
て
政
府
に
於

τ必
要
な
る
牧
入
の

得
ら
れ
ぬ
事
正
な
る
正
い
ふ
貫
際
上
の
大
故
障
が
あ
る
ば
か
b
で
な
〈
、
判
私
的
問
健
U
A
私
人
の
行
動
が
ぬ
盆
仁
蹄

す
る
古
い
ふ
て
も
、
其
は
在
接
且
つ
一
次
的
に
は
私
盆
を
計
っ
て
居
る
の
で
あ
h
、
立
(
M
r
R
位
盆
附
髄
の
如
〈
民
同
共

A

骨
量
岡
韓
・
と
時
開
積

第
二
+
五
巻

諭

軍

務

規

七

七

" .‘'・



歯

会
盆
園
値
・
と
鵠
勧

第
ニ
十
五
巻

λ 

第

緯

λ. 

寝

閲
値
の
施
活
に
代
る
4

き
も
の
を
錯
す
の
で
は
な
い
か
ら
、

之
に
封

Lτ
園
鶴
員

ω義
務
ピ
し
て
会
慢
仁
費
し
て

負
ふ
ザ
へ
き
租
税
を
宥
恕
す
る
の
は
理
由
な
主
事
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。

(
盤
固
}
〉
ジ
孟
シ
セ
シ
位
、
胞
の
加
さ
制
民
目
前
到
の
凡
ベ
て
の
も
の
又
岨
或
も
由
討
公
式
的
性
質
か
百
か
を
決
兄
す
る
乙
と
は
悶
躍
だ
と
い
ふ
て

厨る。

(
位
互
)

ヲ
ル
カ
1
に
依
る
と
、
一
一
主
一
七
年
に
描
越
の
全
き
土
地
所
有
り
三
分
一
が
財
制
山
手
に
あ
ヲ
た
と
い
ふ
が
、
此
に
雫
つ
て
は
持
轄
で
あ

る
。
ペ
ル
ギ
ウ
九
位
、
寺
院
隼

ω
財
嵐
が
必
弾
且
つ
有
益

ιな
る
よ
り
も
多

t
と
な
リ
得
る
。
そ
し
て
寺
院
の
寓
む
と
い
ふ
と
と
は
必
叫
な
ζ

と

て
は
な
い
。

z、
戒
寺
院
山
僧
仰
が
富
に
よ
り
持
に
土
地
所
布
に
よ
ヲ

τ有
力
と
な
り
且
ヲ
同
車
他
力
よ
り
も
樹
立
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
符
筑

て
も
な
い
と
い
ふ
て
居
る
@
そ
れ
か

b
、
.
フ
ァ
イ
ア

y
l
は
、
ゴ
敢
闘
惜
が
到
る
島
、
相
縦
週
柚
民
つ
い
て
行
っ
た
盤
川
は
あ
ま
り
に
良

4
人
白

知
る
所
だ
と
い
ひ
、
ジ
品
ラ
ー
も
、
箇
々
の
財
幽
特
に
寺
院
が
倍
々
に
し
て
管
即
す
る
大
則
虚
の
投
資
比
い
ふ
こ
と
は
、
自
由
同
前
岡
山
前
力
あ
る

小
な
資
本
技
下
ほ

E
に
は
岡
民
組
簡
上
、
決
し
て
生
直
的
に
働
〈
己
と
は
、
山
車
な
い
と
い
中
て
居
る
。

3

ジ
品
シ
セ
シ
目
、
帰
ん

E
凡
べ
て
の
私
的
協
曾
が
公
益
と
蜘
保
あ
る
稲
勘
に
従
事
す
と
い
ふ
て
居
る
。

(
睦
穴
)

ハ
川
宥
恕
さ
る
4

き
財
長
及
枚
入
の
械
類
の
限
定
|
|
一
定

ω公
徒
同
髄
を
共

ω会
徒
に
議
す
の
故
じ
課
税
上

出
荷
恕
す
る
さ
し
て
も
、
彼

ω
凡
ぺ

τの
財
産
及
枚
入
に
之
を
及
ぼ
す
古
い
ふ
こ
誌
は
必
T
L
も
趨
首
正
せ
ぬ
。
之

を
其
一
定
械
の
も
の
だ
り
に
正
し
て
宜
し
い
。
統
治
州
側
山
川
収
入
や
財
康
で
も
其
替
刺
的
の
澗
係
に

τ存
[
又
は

之
に
相
常
的
理
山
の
存
す
る
所
H
h
Z

す
れ
ば
、
ま
し
て
一
公
袋
州
髄

生
宇
る
に
け
で
は
之
に
課
税
す
る
例
も
ゐ
h
.

じ
於
り
る
牧
入
又
は
財
産
に

τも
其
が
傍
利
的
の
も
の
正
せ
ら
れ
る
.
む
け
に
て
以
免
税
せ
白
方
が
良
〈
、
即
も
共

般
入
中
、
岡
植
民
又
は
特
志
者

ω分
抽
出
合
叉
は
寄
附
金
仁
の
み
兎
枚
す
る
位
に
止
め
る
の
が
漣
む
べ
き
で
ゐ
る

Jen..en. 1. c. p. _ 173 
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(
陸
七
)
O

此
り
如
き

b
ω
は
其
が
公
~
曲
川
り
銭
的
に
用
ゐ
ら
る
、
ば
が
り
で
な
〈
、
阪
に
恐
ら
〈
は
一
旦
・
之
や
寄
附

し
メ
は
分
挺
す
る
人
の
蕗
で
其
所
得
ご
し
て
租
枕
を
鎗
っ
た
の
で
も
あ
ち
、
叉
似
令
此
路
に
て
兎
枕
刊
行
は
れ
た

ご
し
て
も
、
兎
h
A月
其
は
公
盆
U

活
め
に
せ
ら
る
、
も

ωで
は
め
り
、
叉
之
が
日
常
盆
附
般
に
這
入
る
蕗
で
見
枕
さ

れ
に
ご
し

τも
、
共
絡
め
に
夫

ω
此
凶
悌
に
風
せ
し
め
ら
る
、
財
産
的
如
〈
に
、
遮
松
山
町
方
似
ピ
な
る
ご
い
ふ
や

う
な
算
審
は
無
〈
て
務
U
か
ら
で
ゐ
る
。

(
陸
七
)

ロ
ツ
U
V

ア
ー
は
、
財
幽

ω
制
演
の
免
措
に
つ
い
て
は
、
共
協
力
員
心
分
描
物
よ
羽
生
ず
る
所
柑
と
、
其

n身
ω
肘
虚
よ
り
生
ず
る
も

ω
と

自
問
に
、
匝
別
さ
れ
な
(
で
は
な
ら
ぬ
o

前
者
は
掴
例
一
目
新
し
い
所
仰
て
は
な
く
、
常
総
に
免
拾
さ
れ
な
〈
て
は
な
ら
白
と
い
ふ
て
居
リ
、
シ

エ
フ
レ
ー
も
、
相
互
辿
俳
文
は
公
躍
的
白
協
舎
は
、
共

bw民
心
定
款
に
依
る
分
地
企
に
つ
き
所
得
抵
を
兎
ず
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
分
措

金
位
和
枯
草
上
白
所
刊
で
な
〈
、
曜
だ
既
に
諜
精
せ
ら
札
た
る
私
入
所
制
。
共
同
白
使
川
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
と
い
ふ
て
貯
る
。
が
描
地
内
現
行
誌

の
加
(
寺
院
に
謝
し
て
自
分
弛
金
を
公
作
曲
的
行
性
質

ω
も
?
と
見
る
血
で
は
、
此
が
和
紙
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
(
師
ち
守
陥
稚
て
之
に
封
し
て
は

詰
斡
に
閥
又
は
地
方
山
粧
を
謀
す
ベ
か

ι
f・
と
い
ふ
乙
と
に
な
る
。
之
に
つ
き
ヨ
シ
ラ

l
v位
、
公
法
上
川
町
法
人
は
、
共
牧
人
が
一
般
醐
家
的
及

時
共
的
に
設
立
ち
私
制
隣
的
に
枚
持
き
れ
な
い
以
上
は
兜
拍
さ
る
べ
を
て
あ
る
ロ
相
枕
徴
牧
の
成
果
に
再
び
租
粧
を
諒
す
る
こ
と
は
闘
民
経
済

上
、
不
合
瑚
だ
と
い
ふ
て
肘
り
、

7

イ
ス
テ
シ
グ
は
、
同
家
が
地
方
阿
世
等
を
、
共
の
A

町
内
課
徴
物
か
ら
の
枚
入
に
つ
き
制
措

L
柑
と
い
ふ
と
と

は
考
必
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
事
旧
日
寺
院
剛
世

A
其
他
山
公
共
剛
値
訪
に
凡
べ
て
の
協
曹
に
つ
き
骨
貝
山
分
据
金
よ
リ
の
収
入
に
ワ
い
て

い
へ
る
と
鵠

L
、
ヮ
ル
カ
l
昔
、
、
寺
院
の
制
措
牧
入
は
岡
家
よ
り
し
て
常
徐
に
課
酷
宮
れ
て
吐
な
ら
ぬ
併
し
寺
院
議
善
事
哉
、
則
闘
車
校
轄
の
土

地
及
費
本
か
ら
生

f
る
防
御
は
困
窮
か
ら
し
て
課
税
さ
れ
な
〈
て
は
な
ら
由
と
い
ふ
て
居
る
吋

似
清
怒
さ
る
べ
き
組
枕

ω粍
皮

ω限
定

l
l公
盆
附
陸
に
は
其
公
益

ω
柏
崎
め
に
識
す
功
績
か
ら
見
て
、
公
共

歯

軍

公
盆
闘
岨
E
t
と
院
勧

第
二
十
五
審

え

第

緯

1， 

Roscher， Fw. 5 Autl.， 1. s. 351・Schn而e，Sieuf'rn. A. T. S. 2r7目 COf1rrtd，
Fw. 9 Auft. S. 71. .Fuisting. Grundziige der Steuerlehre. S. 188. Walc-
ker， a. a. O. S. 31 
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誼

叢

会
誼
同
値
と
課
積

第
二
十
五
番

O 

O 

第

班

岡
龍
ぜ
同
等
以
上
に
も
清
揺
す
べ
き
も
の
も
あ
b
ご
い
ふ
事
以
、
上
に
も
い
ふ
遇
、
り
ど
が
、
併
し
又
共
に
般
用

ω

恐
も
あ
っ
て
、
名
を
目
白
盆
に
般
う
て
な
慾
ぞ
充
に
す
も
の
も
あ

h
、
叉
州
制
令
其
に
て
会
盆
り
み
が
計
ら
れ

τも
英

が
岡
山
車
等

ω施
幼

ω妨
害
正
な
る
ご
い
ふ
事
も
ゐ
っ
て
、
其

ω『
公
盆

ω上
に
及
ぼ
す
影
響
は
一
様
で
な
い
。
随
ム

τ之
を
公
共
同
位
ピ
同
等
に
宥
恕
す
る
の
は
至
蛍
で
は
な
〈
、
各
倒
的
ゐ
盆
川
問
鰻
に
就
い
て
一
々
共
公
盆
に
制
到
す

る
重
主
を
審
査
し

τ之
が
出
羽
恕

ω
度
合
ゲ
定
め
る
こ
正
が
出
来
れ
ば
、
之
に
依
る
も
良
〈
、
之
が
山
由
市
ぬ
己
い
ふ

な
ら
ば
、
大
健
に
於
て
は
公
袋
川
憶
は
公
共
同
位
に
比
し
、
一
公
盆
に
封
ず
る
重
吉
の
聴
い
も
の
ご
し
て
、
突
出
羽
恕

の
度
合
を
侃
(
す
る
の
が
歪
賞
記
レ
ム
こ
ご
仁
な
る
(
出
λ
v
o

ジ
エ
ン
セ
シ
は
、
比
内
加
さ
制
脱
(
公
品
川
削
船
)
H、
出
悼
の
闘
家
山
城
分
と
同
制
度
的
佐
山
統
制
に
は
従
は
な
い
。
融
部

ω
多
〈
白
も
回

目
、
持
誕
川

ι於
て
珂
噛
副
長
世
主
な
る
側
あ
り
刊
と

V
ふ
げ
か
、
之
を
正

L
-と
す
れ
ば
、
共
掛
か
ら
し
て
も
、
彼
与
を
公
-
北
側
世
と
同
轄
に
机
枕
を

宥
孤
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
ζ

企
に
な
る
。
け
れ
ど
も
比
は
必
ず
じ
も
然
り
と
も
忠
は
お
い
な
い
。
公
北
側
世
世
川
者
の
溜
皮
に
よ
り
て
は
特
に

我
闘
な
ど
内
抗
際
か
り
い
十
と
、
公
共
側
他
山
中
β

が
私
立
山
公
証
測
値
よ
り
も
冗
山
1
4
曲
目
山
弊
を
多
〈
持
っ
て
肘
る
や
う
だ
。

(
陸
八
)

二
日
公
待
問
曲
川
製
枕
出
羽
恕
川
り
質
際
比
批
判

A
n位
盆
附
醐
開
政
和
宥
徳
川
宵
際

川
市
銭
円
課
松
市
相
恕
例
l

|
抗
討
、
仲
間
髄
じ
は
一
般
に
清
恕
が
行
は
れ
て
居
る
所
で
あ
h
(
話
九
)
、
特
に
我
国
じ

就
い
て
見
る
も
、
所
川
川
税
‘
戸
数
制
は
之
に
融
せ
ら
れ
な
い
。
間
得
枕
は
北
(
紘
仲
間
第
十
七
僚
に
よ
り
明
炉
に
公
益

法
人
M
A
寺
院
に
拐
し
て
兎
枕
せ
ら
れ
て
盾
h
、
共
の
一
明

ω
所
得
に
開
校
せ
ら
れ
や
、
第
二
柿
所
得

ω源
泉
課
税

Jensen. 1. c. p. 173. 町
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に
依
る
も
の
に

τも
彼
等
が
牧
め
る
所
得

r
t
い
へ
ば
特
に
見
守
ら
れ
る
こ
芭
に
な
る
、
そ
し
て
会
盆
同
樋
川
所

得
は
獅
逸
で
も
兎
枕
さ
れ
て
居
る
が
言
一

O
)
、
英
米
法
に
て
は
梓

Tω
制
限
を
附
し
て
之
を
兎
枕
し
て
居
る
(
龍
一

一)
O

倫
は
我
邦
で
資
本
利
子
税
も
常
然
に
兎
枕
せ
ら
れ
・
地
利
は
花
立
山
中
校
な
ど
に
は
見
守
ら
れ
、
地
方
枕
た
る

家
昆
杭
は
n
公
盆
上
凶
事
肉
の
る
も
の
に
は
庇
(
兎
枕
せ
ら
れ
得
る
こ
己
に
な
っ
て
居
り
、
塗
例
制
税
仁

τは
、
寺
院

の
敷
地
に
闘
す
る
界
記
・
事
山
内
叩
帆
営
企
円
的
ピ
す
る
法
人
叫
土
地
建
物
叫
椛
利
の
取
得
又
は
所
有
機
保
必
川
根
記

を
品
目
じ
、
寺
院
や
公
品
説
法
人
が
無
償
名
義
又
は
寄
附
行
潟
に
よ
り
て
所
布
雌
ゲ
取
得
し
た
る
場
合
内
不
動
産
山
登

記
に
一
般

ω同
日

ω
場
合
よ
b
も
怖
い
率
ケ
通
用
し
て
居
る
(
持
泌
千
分
四
十
五
・
此
場
合
千
分
二
十
五
)
。
消
費

枕
は
一
般
に
は
特
に
之
に
封
し
て
免
枕
す
る
ご
い
V

ム
こ
ピ
は
山
米
両
が
、
般
に
附
枕
に
於

τ.
慈
持
又
救
他

ω
潟

め
に
寄
附
し
た
る
物
品
、
官
立
公
立
川
相
学
校
、
博
物
館

物
品
陳
列
所
北
川
仙

ω
持
地
物
、

及
制
品
立
叫
市
再
門
勝
校
に

陳
列
す
る
械
本
メ
は
多
考
品
記
し

τ験
入
す
る
物
品
を
見
枕
し
て
居
る
o

消
費
枕
が
大
関
之
に
見
秘
さ
れ
い
な
い
事

は
何
践
に

τも
一
一
般
仙
こ
ご
で
あ
る
、
註
一
二
)
。

(
睦
九
)

ゾ
品
ン
セ
ン
は
、
図
説
b
a

比
日
山
分
山
口
氏
行
に
つ
き
山
成
す
る
私
的
協
枠
内
財
此
及
川
仰
を
免
柑
す
る
の
は
一
般
山
判
際
て
あ
る
。
私
立
単

段
、
事
問
的
出
欽
内

A
描
越
的
設
備
叫
通
例
訓
柚
せ
ら
h
H
f
と
抗
し
、
タ
ヲ
イ
Y

O

L

ヒ
タ
ー
も
、
調
世
一
般
原
山
内
例
外
と
し
で
一
定
世
山
町
支

抑
山
義
務
山
詞
陥
が
拙
作
」
典
へ
ら
る
土
市
駄
的

A
磁
器
的
内
叫
州
及
協
官
を
事
げ
て
尉
り
、
ワ
グ
ナ
ー
も
樹
立
の
苛
院
(
閉
校
も
亦
)
、
秘
義
財

闘
な
ど
は
一
般
に
岡
桔
に
て
.
地
右
自
柿
憾
と
同
様
に
刷
故
ふ
べ
き
も
の
と
持
L
、
エ

1
ベ
ル
ヒ
も
、
民
山
一
従
揖
と
し
て
、
菰
普
及
公
益
口
的
自

侃
め
出
財
側
、
符
匙
胸
、
協
骨
等
山
先
枯
を
緋
げ
て
借
り
‘
ベ
ラ
ア
品
ル
一
テ
ス
も
、
机
拍
先
陣
が
問
問
敬
宵
、
関
川
内
緬
生
、
公
仲
間
慈
詩
年
由
利
益

論

銘
二
十
宜
容

第

蹴

議

公
益
嗣
憾
と
課
斡

"''''-



論

震

公
益
岡
岨
置
と
楳
紐

第
二
十
王
巻

第

tl 

に
於
て
典
へ
ら
る
?
と
錯
し
・
へ
ツ
ケ
ル
は
、
菟
稲
山
特
典
は
、
週
倒
、
公
白
描
善
、
宗
敬
、
敬
宵
及
持
旭
の
公
桂
的
自
助
幽
に
限
ら
れ
、
偶
令

公
盆
を
併
し
て
も
私
の
財
副
は
此
の
如
き
組
軸
特
典
を
受
吋
な
い
か
、
叉
日
此
が
共
働
き
に
よ
り
て
闘
一
誕
に
旗
出
を
柿
せ
し
む
る
と
き
に
、
共
れ

だ
け
に
て
特
典
を
受
け
る
と
い
ひ
、
プ
ル
l
メ
ン
ス
タ
イ
シ
は
、
瑞
凶
て
は
、
泊
制
、
佐
益
的
M
A
菰
事
的
山
腎
鎧
物
及
川
聞
を
琵
枕
す
る
と
い
A

て
居
る
。

我
得
桔
て
い
へ
ば
共
一
部
に
属
す
べ
き
揃
亀
山
法
人
耽
に
て
は
、
公
益
又
は
語
義

H
的
内
法
人
、
宗
敬

H
的
内
法
人
に
は
之
を
課
酷

し
な
い
と
と
に
な
っ
て
肘
る
。

)
 

{健二
)

U
英
同
需
給
に
て
は
、
喜
剛
曲
目
、
例
話
事
業
か
ら
所
併
せ
ら
れ
市
有
せ
ら

t土
地
に
つ
き
、
主
義

H
的

詩

的

自

是
正
者
に
よ
り
所
有
せ
ら
れ
、
併
し
占
有
せ
ら
れ
古
ゐ
土
地
内
地
代
止
叫
岱
に
つ
き
、

ω抽
善
事
業
に
よ
り
て
市
有
せ
ら
そ
土
地
に
つ
き
、
ほ

型
番
目
的
山

a
b
o
み
に
作
ら
札
た
る
剛
曲
目
見
は
信
託
山
所
持
山
一
部
を
成
す
配
叶
等
に
つ
き
、
川
此
山
如
一
容
所
仰
山
一
部
を
問
す
戒
年
一
刷
子
、

又
は
仙
の
年
々
の
支
醐

ιつ
昔
、
刊
誌
立
事
業
日
よ
り
て
行
は
れ
た
剛
賀
山
刑
一
描
に
つ
奇
克
一
間
せ
ら
れ
る
。
尤
も
此
警
事
業
に
よ
リ
て
行

回
る
-
h

耐
副
宜
的
制
簡
は
、
前
説
と
酬
保
し
た
壮
事
が
菰
普
山
制
誼
を
暗
〈
る
人
に
よ
り
て
行
は
れ
‘

n
つ
担
日
制
植
が
専
ら
碕
謹
の
泊
め
に
胞
は
る

弘
山
て
な
い
以
よ
は
克
枕
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
比
陪
件
は
、
個
人
山
受
住
者
が
彼
帯
自
ら
の
伺
め
に
、
帥
山
部
内
事
げ
た
る
利
益
を
保
附
す
る
と
き

に
は
充
た
さ
れ
な
い
。

R
た
布
料
品
暫
定
取
り
、
貸
川

E
口
工
日
間
山
病
院
は
、
恨
宮
内
刑
益
止
条
(
病
院
山
維
持
の
ぬ
め
に
叫
し
で
も
、
此
利
怖

に
つ
き
て
は
所
持
枕
を
抑
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
謂
美
歌
本
を
川
版
し
販
麗
し
て
共
茸
I
金
を
器
材
弧
町
民
に
分
阻
ナ
る
受
託
唱
も
同
じ

γ
あ
る
。

比
他
血
中
校
寺
院
事
に
も
覧
抽
出
仔
は
札
て
居
る
ζ

と
は
い
工
z
で
も
な
い
。

引
来
園
腕
利
挽
て
は
、
宗
敬
、
諸
善
1

科
朝
、
文
島

aA駄
育
上
円
一
幽
櫨
を
免
棺
す
る
の
に
は
、
ニ
の
槻
単
に
骨
致
し
た
貯
れ
ば
な
ら
由
。
印
ち
何

事
ら
杭
骸
前
間
目
的
自
一
宜
目
指

eznめ
に
飢
帥
せ
ら
れ
且
義
行
し
な
〈
て
は
な
ら
由
。
中
古
車
山
会
主
は
一
部
が
私
の
株
主

Z
H
個

明
吋

人
目
制
盆
に
役
立
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
ふ
由
て
あ
る
@

(
陸
-
ニ
)
タ
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
問
題
&
な
る
克
枕
は
、
唱
だ
枚
抗
枕
、
人
枕
、
定
通
枕
及
直
掛
川
費
粧
の
恥
に
闘
す
る
ζ

と
を
得
る
が
、

間
接
消
刷
目
指
は
二
回
例
制
円
(
闘
税
と
専
車
}
を
刷
と
し
て
は
晶
画
積
を
提
帥
り
ず
と
い
ふ
が
、
其
泊
り
で
あ
る
。

(陸

-o)
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は
山
間
接

ω課
税
出
荷
恕
例
|
I
R
公
範
囲
惜
の
課
税
出
荷
恕
Z
い
ふ
こ
Z
は
、
之
に
謝
す
る
定
後
の
課
税
に
於
て
行

は
る
、
の
み
で
な
〈
、
之
に
向
っ
て
人
々
が
寄
附
し
ゃ
う
ご
い
ふ
の
に
就
V
て
之
を
其
人

ω課
税
所
得
ょ
。
撚
除

L
、
叉
は
某
に
つ
き
免
税
す
る
こ
ご
に
よ
り
、
公
金
剛
値
正
し

τは
間
接
に
之
を
受
〈
る
古
い
ふ
こ
ぜ
も
あ
る
。

此
の
如
き
も
の
は
我
闘
で
は
所
得
税
に
て
は
行
ふ
て
麗
ら
自
が
・
米
凶
に

τは
一
定
の
限
度
内
に
於
て
所
得
税
に

つ
い
て
行
ム
て
居
b
註
二
己
、
共
は
端
商
(
匙
一
四
}
、
濠
洲
(
健
一
五
)
に
も
類
似
り
も

ω
が
行
は
れ
て
居
b
、
濁
地
じ
て

は
所
得
枕
に
於
て
寺
院
税
(
我
闘
で
い
γ

へ
ば
寺
院
へ

ω
寄
斡
金
に
常
司
令
ぺ
当
L

)

に
つ
き
世
間
除
L
H
共
法
人
税
に
て
は

康
〈
岳
山
低
又
は
慈
善
目
的
り
分
挽
金
的
搾
除
を
認
め
て
居
心
削
そ
L
て
諸
外
国
に
て
は
必
宇
し
も
免
税
正
!
な
い

日
目
盆
凶
慨
へ
の
贈
山
内
及
遺

Mma一
さ
に
劃
し
て
は
我
邦
一
円
相
続
枕
は
全
部
免
枕
凶
思
典
を
奥
へ
て
居
る
(
位
一
士
)
。

其
外
‘
我
邦
で
い
時
間
銀
枕
じ
て
信
託
務
記
じ
っ
き
一
公
徒
法
人
や
寺
院
な
ど
が
元
来
的
受
従
来
又
け
い
蹄
胤
械
利
者
に

る
ご
き
普
泊
府
中
よ
b
も
輯
い
税
率
を
泊
朋
L
.
印
紙
税
に
て
怒
善
又
は
n
公
共
部
業

ω
柏
崎
的
に
す
る
金
員
物
件
的
寄

附
に
闘
し
人
民
か
ら
官
廊
又
は
公
器
に
提
出
可
る
諮
沓
に
兎
枇
山
特
曲
却
を
輿
へ
て
居
る
。

(
陸
=
=
)

米
同
法
に
て
は
、
慈
善
事
業
へ
の
時
附

A
分
捕
金
位
、
納
枯
者
の
純
所
利
時

ω
百
分
十
五
を
趨
へ
ざ
る
だ
け
の
駅
正
、
控
陣
を
制
限
す

る
ロ
尤
も
、
観
枯
年
及
之
よ
り
前
山
十
年
間
山
何
れ
山
年
に
で
も
、
有
円
寄
附

A
分
弛
告
が
奇
い
叩
白
納
Hr
者
山
刺
所
持
白
百
分
九
十
世
超
ゆ
る
と

き
は
、
課
軸
年
内
に
得
さ
れ
た
る
此
の
如
き
寄
附
金
且
分
婚
金
白
全
額
に
つ
い
て
控
除
を
許
ナ
叫

(
陸
-
回
}
端
阿
の
所
得
拙
て
は
、
二
三
山
新
し
き
措
法
に
て
は
、
替
識
者
に
、
彼
川
勢
働
者
及
侠
川
人
の
錦
め
の
胴
一
世
制
度
へ
の
彼
に

K
9
て
鎚

さ
れ
た
る
交
付
金
を
控
除
す
る
。
尤
も
此
が
描
立
な
る
財
閥
と
な
る
ζ

と
を
製
す
け
合
。

歯

聾

会
畠
州
櫨
・
と
鴎
勘

第
二
十
五
巻

第

貌
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論

鍍

公
益
剛
健
と
鵡
砥

第
二
十
瓦
巻

四

第
一
鶴

四

(
註
-
五
)

法
酬
に
て
は
、
所
制
枕
に
於
℃
、
義
務
判
が
、
人
如
、
動
物
品
一
柄
拘
内
需
病
内
原
川
誠
防
又
は
枇
掛
に
つ
い
て
の
研
究
の

H
的
内
局
め

蹴
刈
に
劃
し
て
錦
す
所
内
寄
附
を
牒
枕
所
制
刊
か
ら
性
肱
す
る
。

に

或

(陸
-
-
A
)

公
値
上
山

H
的
山
川
め
の
遺
此
は
瑞
州
叫
外
山
圃

μ
て
は
畠
〈
は
操
枕
せ
ら
れ
る
。
例
之
、
働

ιて
は
九
封
、
内
耳
義
市
再
‘

H
V
太
利

百
戸
、
刊
叫
牙
パ
U

・
ニ
出
ル
謹
一
例
U

問
、
了
排
u

ハ
出
ル
豆
一
二
百
、
で
あ
る
。
瑞
附
て
は
多
〈
白
州
に
て
公
益
上
山
制
出
に
は
金
f
兎
秘
す
る
か
、

又
は
低
中
を
諜
す
る
。
低
唱
を
説
す
る
の
は
ゾ
ロ

γ
ル
ン
が
非
枇
脱
者
へ
の
二
一
乃
至
二
四
百
に
封
し
、
此
内
如
き
も
の
へ
一

-
h
同
を
課
す
る

が
如
L
O
俳
L
X
此
は
ぜ
い
い
純
然
た
る
描
善
凶
世
山
み
な
ら
ず
、
県
川
よ
山
制
出
判
之
、
闘
井
納
品
a

校
錆
も
が
此
特
捕
を
草
壁
す
る
。
ヰ
ル
ン
、

サ
ン
が
レ

ζ
V
7
1
2ン、
Z
J
Yヒ
は
美
術
上
山

H
的
山
誌
の
誼
川

tmm枕
す
る

0

・
財
政
ょ
の
目
的
自
習
の
寄
附
が
瑞

四
こ
は
多

t
は
、
相
抽
円
枕
か
り
布
地
枯
せ
ら
る
誌
か
、
克
也
な

t
ぱ
似
る
明
き
市
を
課
せ
ら
る
h

。

(駐

-
t

我
凶
抑
制
枕
訟
に
て
は
、
公
共
同
位
且
日
描
普
北
山
他
山
公
輔
事
業
に
封
し
鈍
し
た
る
崎
県

A
抵
贈

H
観
世
醐
格
に
算
人
せ
ず
と
あ
る
か

ら
町
公
益
事
議
へ
の
+
部
犯
柑
と
な
る
誹
だ
が
、
寺
院
H
此
公
益
事
業
に
入
る
や
挺
附
て
あ
り
、
其
は
む
し
ろ
立
訟
者
自
信
思
に
て
は
之
に
入
れ

て
肘
ら
由
と
併
す
べ
き
て
あ
る
。

B
H囚
徒
同
慨
鵡
枕
宥
怒
り
批
判

け
R
公

盆

州

飽

川

市

接

説

枕

|

|

じ

於

τ、
今

日

我

邦

に

て

其

山

凡

べ

て

の

所

得

に

兎

枕

し

て

居

る

ωは
過

Z

て

居

る

。

此

U
其

公

盆

U
的
り
骨
岬
め
の
寄
附
A
W
-
分

約

金

政

入

に

け

に

就

い

て

認

め

る

の

が

需

嘗

で

ゐ

っ

て

、

其

持

つ

財

産

よ

h
生

?

る

般

入

に

は

む

し

ろ

課

税

す

る

の

が

至

蛍

で

ゐ

る

。

Z
い

ふ

こ

ピ

は

前

に

い

ふ

所

で

も
1
7
る
。

の
み
な
ら
や
之
を
見
千
る
正
吉
仁
、
成
人
が
名
義
を
此
に
俄
り
て
脱
司
枕
す
る
こ
正
に
も
な
る
o
特

に

寺

院

凶

如

き

に

て

は

住

職

自

身

り

古

寺

院

り

εの
匝
別
不
明
で
此
弊
最
著
し
い
1
0

之
を
防
?
の
に
も
財
車
問
牧
入
は
融
税
す
ご
す
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る
が
良
い
。
之
に
課
抗
す
る
の
は
又
寺
な
ど
の
財
産

ωあ
ま
・
り
に
大
〈
な
ち
過
「
る
弊
害
を
防
?
に
も
足

b
、
百
品

に
は
日
目
徒
同
慨
は
公
共
同
他
じ
比

L
マ
一
は
出
羽
恕

ω訓
何
度
セ
低
〈

Lτ
可
な
h
ご
い
ふ
山
趣
旨
仁
も
泊
ム
・
』
-
こ
が
出

来
品
。
仰
又
‘
此
公
徒
同
組
じ
っ
き
て
寄
附
分
針
金
収
入
を
見
守
る
さ
し
て
‘
共
服
用
を
防
内
、
骨
岬
め
に
、
其
牧
支

会
決
制
を
定
的

τ、
輿
論
的
監
組
目
的
下
仁
立
た
し
h
u

る
の
が
必
要
に
ピ
忠
ふ
。

バ
川
会
錨
同
盟

ω
間
接
融
枕
l
l
l
仁
於

τは
、
今
日
、
我
邦
に
て
相
秘
枕
に
つ
き
、
会
共
同
値
比
公
袋
剛
健
に

謝
す
る
寄
贈
を
金
弛
し
て
居
る
が
、
此
は
公
共
同
健
に
闘
す
る
限
h
は
異
が
は
な

νり
れ
ど
も
、
公
鐙
剛
健
に
闘

す
る
の
は
過
ぎ

τ居
る
ご
思
ム
。
会
議
川
町
髄
り
方
は
H

公
盆
り
上
に
及
ぽ

τ影
響
、
其
重
さ
も
.
一
公
共
同
髄
に
比
し

て
は
大
慨
低
〈
小
い
も
の
ご
ず
べ
き
で
あ
る
か
ら
・
此
方
H
H

此
寄
贈
な
り
れ
ば
鯨
せ
ら
る
べ
か
h
し
税
率
の
字
紙

度
り
も

ωを
践
す
る
正
し
て
可
で
ゐ
る
。
之
を
全
然
活
怨
せ
泊
ご
い
ふ
凶
・
も
、

aw
盆
川
市
業

ω性
質
に
考
へ
、
且
つ

我
邦
に
於
げ
る
比
柿
寄
附
り
比
脱
的
盛
ん
で
な
い
こ
ご
に
も
考
へ
て
遁
常
な
る
蕗
躍
で
は
な
い
ご
す
べ
き
で
あ
る

が
、
併
し
又
之
を
会
〈
見
枕
ご
す
る
こ
正
も
、
其
は
其
日
常
盆
上
山
重
さ
か
ら
考
へ
・
且
つ
H

公
盆
刷
慨
に
過
大
な
る

財
産

ω附
す
る
一
回
ご
の
政
治
上
紙
憐
上

ω弊
審
議
一
入
)
に
も
考
へ
て
之
を
鴎
践
す
ぺ
き
所
以
り
も
の
が
ゐ
る
。
私

が
之
が
湾
総
乞
苧
側
出
品
に
止
め

4
ご
い
ふ
所
以
で
あ
る

d

併
し
他
方
に
、
我
邦
り
所
得
訟
に
て
所
得
中
か
ら
ぬ
盆

事
業
に
出
町
附
す
る
的
を
宥
恕
せ
ぬ

ωも
宜
し
〈
な
い
。
之
を
も
っ
古
川
批
ん
に
す
る
や
う
に
之
合
挨
糊
す
る
が
斜
め

に
(
註
一
九
)
、
之
に
も
矢
以
内
字
紙
皮

rり
の
清
継
は
行
ム
こ
正
、
し
た
が
良
い
正
思
ム
。
米
国
法
は
之
に
つ
き
各

諭

襲

公
益
幽
艦
と
際
世

佑
二
十
五
巻

E 

一宝王

第

緯
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強

会
語
圏
値
と
課
積

大

讃

紫
二
十
五
巻

"* 

館

現

..，..引州、ィ ρ一円

入
所
僧
の
一
割
近
R
7
r
り
を
限
h
τ
控
除
す
る
が
、
私
は
左
は
な
制
限
合
せ
守
、
金
額
に
つ
き
で
之
を
宥
恕
し
併

し
其
度
合
を
字
額
度
正
す
る
方
が
理
義
明
確
だ
正
思
ふ
。
一
割
五
分
さ
い
ふ
の
が
あ
ま
り
に
獅
断
的
で
あ
り
、
費

L
〈
綱
断
で
は
あ
っ

τも
字
分
皮
ご
い
ふ
方
が
明
確
で
あ
る
。
共
は
p
f
h
剛
健
へ
の
寄
附
に
は
会
見
世
行
は
う
ピ

ν
ふ
こ

F
f開
聯
せ
し
め
て
、
R

公
盆
胤
健
的
方
は
之
を
其
字
分
山
り
重
3
5
見
る
の
で
あ
る
。
術
は
上
記
的
相
続
及

所
得
税
に
於
り
る
宥
怨
を
認
む
る
日
公
盆
凶
飽
に
は
、
濫
用
を
防
向
、
潟
め
に
、
其
股
支
ゲ
R

公
示
す
る

ω
義
務
を
負
は

し
め
、
此

ω如
き
保
件
を
充
た
す
会
往
岡
龍
へ
の
寄
附
又
は
遺
贈
り
み
に
つ
当
宥
恕
を
認
め
、
術
又
、
中
宵
附
者
ヌ

は
越
川
畑
者
山
本
人
又
は
相
秘
人
及
其
家
族
親
族
の
も
の
が
此
剛
健
よ
h
特
別
の
経
拙
倒
的
利
盆
を
受

υ
yる
ニ
デ
ぜ

も
要
件
正
す
る
の
が
必
要
で
ゐ
b
M
左
も
な
h
l
E
、
名
を
目
公
盆
事
業
へ
の
寄
附
遺
胞
に
般
っ
て
、
な
利
を
計
b
、

遁
脱
を
行
ふ
こ
ど
に
な
る
。

(控

--A)

前
出
位
五
、
多
問
。

(
陸
一
九
)

る
。
(
尤
も
共
は
謝
価
な
し
に
行
は
る
ミ
場
合
に
限
る
ベ
{
、
舞
踊
合
宇
普
拠
合
中
バ
ザ

1
t
E
と
柑
付
い
た
も
の
は
陣
か
る
る
)

ペ
ヲ
ア
エ
ル
デ
ス
は
、
所
制
吋
揖
に
つ
い
て
或
人
が
公
共
的
描
善
的
同
的
内
錨
品
に
使
ふ
観
世
控
除
す
る
こ
と
が
誼
首
だ
と
い
ふ
て
居

第

段

課
税
構
者
ざ
し
て
の
公
待
問
問

ト
公
共
闘
惜
の
準
枕
及
寺
院
税

Bela Foldes目 a.•. O. S. 430 21) 
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A
公
共
同
位

ω準
枕
|
租
税
は
統
治
同
値
た
る
閥
、
困

ω聯
什
曜
、
及
出
方
同
鵠

ω課
f
る
も
の
で
、
此
等

の
も
り
以
外
の
公
共
同
髄
、
例
之
、
農
曾
ど
か
商
業
品
目
議
所
な
y
」
の
課
す
る
も
の
は
通
常
机
枇
ご
は
い
は
れ
な

ぃ
。
我
闘
で
は
之
'V
絞
殺
賦
課
ご
名
づ
り
て
居
る
F
F

う
村
い
が
、
併
し
準
枕
ζ

は
い
ふ

τ良
い
。
杢
〈
其
の
一
公
共
図

髄
た
る
性
質
に
考
へ
祖
枕
に
準
じ
て
課
せ
ら
れ
、

親
松

ω配
分
原
則
を
端
用
し

τ配
分
せ
ら
れ
て
居
る
所
で
あ

る
o
共
に
て
間
一
仰
り
枕

ω附
加
枕
的
の
も
の
が
課
せ
ら
れ

τ盾
る
の
み
な
ら
守
、
人
一
間
制
的
並
制
せ
ら
れ

τ居
る

の
は
・
偶
々
以
て
共
的
岡
山
付
税
ご
臭
っ
た
所
を
俊
制
作
L
て
居
る
の
と
見
て
可
い
(
註
ニ
O
)
O

{
睦
ニ

O
)

我
邦
、
農
曾
法
施
行
姐
則

l
l町
村
民
A
W
及
市
農
合
的
料
招
を
附
課
せ
ん
と
す
る
と
き
は
左
の
賦
臥
方
法
止
金
制
山
制
限
に
依
る
べ

L
e
但
し
拙
仙
台
白
決
議
を
叫
て
比
一
一
に
依
る
こ

k
を
得
。

" 

て
合
同
剖

一
人
に
つ
き
五
十
鈍
以
内

地
租
納
額
百
分
五
十
以
内

二
、
土
地
C
地
租
制

次
ぎ
に
商
業
骨
議
所
内
純
費
叫
課
に
闘
す
る
制
限
的
刊
|
|
耐
識
合
議
所
出
純
費
目
左
目
白
脊
掛
に
曲
る
。

て
一
部
(
指
定
さ
れ
た
る
)
町
議
員
選
事
拙
列
に
は
、
・
・
其
者
の
納
む
る
替
業
枕
取
引
所
密
議
松
崎
議
税
の
柑
樹
訓

二
、
他
部
自
議
員
選
場
陥
省
に
は
:
:
人
頭
割

お
ニ
者
に
枕
額
制
と
人
副
制
と
を
併
諒
す
る
ζ

と
を
得
、

向
ほ
布
ニ
の
も
白
に
地
一
一
品
申
自
制
阻
が
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
。

日
寺
院
枕

|
l我
邦
の
寺
院
は
R

公
共
同
憾
で
も
な
け
れ
は
会
盆
州
髄
(
少
〈
ピ
も
民
法
の
会
盆
法
人
)
で
も
な

い
υ

特
殊
り
も
の

ro
随
っ
て
其
が
税
正
か
準
税
ご
か
を
課
す
る

t
r
ふ
こ
ご
は
い
ひ
難
い
け
れ
ど
も
(
註
一
二
、

論

議

せコ

会
盆
刷
世
主
課
税

第
二
十
五
巷

七

f再

就

，. -..~ 



誼

公
益
岡
悼
と
韻
続

第
二
十
五
巻

λ 

λ 

第

棋

議

貫
際
に
於

τ金
f
租
枇
的

ωも
の
を
謀

L
て
は
居
る
。
本
山
が
共
末
寺
(
地
方
剛
健
に
相
賞
す
る
)
炉
ら
し
て
分
槍

金
を
取
立
て
、
居
る
ば
か
・
り
で
な
〈
、
本
山
及
末
寺
が
檀
徒
か
ら
し

τも
R
T
携
金
を
取
立
て
、
居
る
o

矢
張
b
特

殊
な
る
準
税
正
ハ
Y

ふ
を
得
る
も
り
で
、
之
に
つ
い
w

て
は
我
凶
に
で
も
何
等
か
、
も
つ
ご
法
的
に
も
明
確
な
る
性
質

の
も
の

Z
し
て
は
何
う
か
ご
も
忠
ふ
。
勿
論
、
共
名
義
バ
如
何
に
拘
ら
す
、
現
に
此
に
租
税
脱
則
が
準
目
。
れ
行

は
れ
て
は
厄
る
所
に
。
然
る
に
獅
渇
で
は
守
が
一
の
公
共
同
組
己
見
ら
れ
共
の
斜
め
に
は
寺
院
枕
正
い
ふ
も
の
が

取
b
れ
居
る
(
詰
一
一
一
一
)
O

叉
以

τ占
型
去
に
資
す
る
に
は
足
る
。
但

L
此
叫
如
き
は
歴
史
悶
備
に
係
る
一
』
ご
に
か
ら
、

北
(
他
.
我
凶
に
移
す
じ
い
ふ
こ
ご
は
出
来
ま
い
切
り
れ
ど
も
。
梨
れ
は
か
・
り
で
な
〈
、
欧
雑
巴
じ
て
は
岡
山
郡
山
租
枕

が
却
っ
て
寺
院
秘
川
ら
些
ぷ
所

ωも
ωが
多
か
っ
た
正
レ
ふ
こ
ご
も
、
図
情

ω然
ら
し
め
た
所
ご
は
い
で
我
等

か
ら
H

比る
Z
頗
る
興
味
ゐ
る
事
で
め
る
(
詰
三
一
一
)
O

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
加
剤
、
寺
院
枇
は

φ
〈
・
と
も
一
応
の

4
院
商
品
一
の
寺
院
へ
の
従
魁
が
}
般
に
故
平
岡
家
甑
制
に
竹
掛
か
な
い
開
聞
で
は
、
租

枕
山
枇
ん
日
心
か
ら
し
て
は
陥
か
る
L

と
い
ふ
て
肘
る
』

(
駐
ニ
ニ
)
ミ
ル
プ
ト
が
説
「
打
倒
地
法
山
融
明
を
悦
す
島
に
蹴
る
と
、
寺
院
訟
上
山
組
枕
ル
』
は
、
寺
院
刷
値
か
ら

L
て
、
共
従
凪
者
に
劃

L
、
寺
院

的

H
的
山
泊
品
に
、
よ
山
按
封
筒
な
〈
し
て
観
せ
ら
る
ミ
強
制
的
分
指
物
て
あ
る
。
此
半
数
削
闘
よ
り
し
て
討
は
る
h

課
柑
拙
は
、
ヰ
ら
同
家
的
妥

{
位
二
三

任
に
品
〈
。
文
此
誠
耽
陥
口
議
訟
に
基
〈
。
共
百
ニ
十
七
峠
銘
h
現
に
、
公
訟
上
白
幽
世
た
る
出
数
削
維
は
、
同
氏
的
和
拍
名
体
に
繰
り
、
固
訟

、
、
、
、
.

的
却
'
ん
の
棋
礁
に
従
ひ
て
、
和
枕
を
棋
会
'
る
の
拙
能
あ
り
と
あ
る
。
此
秘
は
文
名
に
於
て
純
で
あ
る
の
み
で
な
〈
、
間
際
内
相
て
も
あ
る
。
共
は

園
枯

ω
附
削
柑
を
献
す
る
と
と
が
山
事
る
ζ

と
に
な
り
、
主
と
し
て
は
批
判
岡
引
所
得
耽
助
出
耽
に
醐
係
す
る
が
、
各
支
分
部
山
地
机
此
官
業
柑
日

巴
も
刷
M

押
す
る
と
と
が
除
外
さ
れ
な
い
v
o
共
他
、
コ
シ
ラ
i
ド
は
、
宗
敢
闘
世

E
、
串
校
脳
惜
ー
救
貧
凪
値
と
共
に
特
殊
公
共
醐
世
{
印
O
E
O
『明
a
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自
民
ロ
白
0
3
)

と
呼
刊
日
、
ヘ
グ
ケ
ル
は
、
租
枕
を
謀
措
拙
者

ιよ
り
分
っ
て
、
帝
凶
街
、
岡
柏
、
地
方
粧
.
寺
院
祉
と
し
て
同
り
、
シ
エ

7

レ
ー

は
、
寺
院
側
植
を

m蛇
制
仙
桝
前
官
鵡
川
町
司
と
共
に
、
田
知
歌
的

A
世
俗
的
特
別
凶
憾
と
伺
し
、
地
方
制
値
と
州
並
ん
で
之
に
、
稀
拙
由
一
部
が
詐

さ
る
と
い
ふ

τ帰
り
、
ア
イ
ス
テ
ン
グ
は
、
岡
山
訴
に
従
腿
す
る
政
治
幽
世
、
特
に
市
町
村
及
高
級
地
方
剛
位
、
並
に
共
他
山
岡
山
翫
よ
り
留
め
ら
れ

た
る
公
共
闘
組
合
一
品
数
、
山
中
校
、
皆
噛
最
年
内
回
世
)
は
机
枕
掛
求
植
を
、
喉
だ
凶
家
よ
り
の
み
椛
止
せ

L
む
る
を
得
と
い
ふ
て
居
る
叫

耐
ほ
英
闘
に
も
》
円
F
Z月
F
E
Z
が
あ
る
@
此
は
一

m
地
方
税
て
、
其
の
救
貧
枇
と
同
原
則
に
よ
り
℃
課
せ
ら
る
ミ
。
其
は
又
樹
泊
四
と
は
持
っ

た
幽
系
に
立
つ
叫

(
位
ニ
一
三

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
岡
山
嵐
山
最
前
却
な
る
旋
詮
心
事
〈
ゆ
も
の
が
大
都
市
か
ら
、
及
一
一
服
多
〈
寺
院
か
ら
制
純
を
示
さ
れ
た
と
い
」
事

幅
四

日
、
机
桔
自
制
附
に
出
町
て
者

L-き
例
を
且
山
す
と
い
ふ
て
肘
る
。

二
公
盆
川
州
館
山
り
分
挽
金

A
英
名
義
|
|
日
公
共
同
慨
や
寺
院
な
ど
の
外
に
立
つ
桑
盆
剛
健
を
維
持
す
る
怨
め
の
1
7
挽
金
は
、
之
を
庇
も
に

一
の
和
枇
ピ
い
ふ
こ
ど
は
出
来
な
レ
。
り
れ
げ
と
も
裳
性
質
を
考
ふ
る
ご
、
会
盆
附
閥
が
日
目
盆
に
議
す
功
蹴
は
、
目
白

共
同
贈
り
共
正
比
し
て
必
す
し
も
劣
る
も
の
正
は
レ
へ
な
い
。
特
に
一
公
共
剛
健
川
中

ω
商
業
合
議
所
や
良
品
目
の
如

き
は
閲
係
者
自
ら
の
共
同
の
利
盆
を
計
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
所
調
、
牌
営
利
行
錯
は

L
な
い
に
せ
よ
、
彼
等
仲
間
の

共
同
利
盆
を
計
b
、
随
っ
て
外
部

ω
一
般
人
か
ら
い
ふ

t
却
っ
て
不
利
を
-
来
た
す
こ
己
主
へ
も
計
る
ご
い

E
4
き

も
り
で
あ
る
。
其
に
も
拘
ら
宇
、

之
を
公
共
附
髄
正

L
て
其
に
準
税
を
取
る
の
を
認
め
る
ど
す
る
正
、
公
盆
附
帥
阻

の
如
{
専
ら
れ
公
盆
を
計
'
り
、

そ
し
て
其
も
州
側
員
維
持
員

ω利
盆
ご
い
ふ
よ
h
は
む
し
ろ
外
部
の
一
般
の
利
盆

ω

掛
川
め
に
す
る
も
の
を
其
等
公
共
同
髄
よ
b
も
一
層
軽
〈
見
る
の
は
嘗
を
得
凶
ピ

L
な
り
れ
ば
な
ら
凶
。
即
も
此
仁

葡

載

ゴL

袋
詰
酬
雌
と
眼
輯

第
二
十
五
巻

九

軍事
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箇

晶
画
盆
同
信
之
謙
揖

第
ニ
十
五
審

協
戸
一
揖

o 

G 

強

も
岡
山
部
的
認
定
に
よ
b
て
は
特
別
の
地
位
を
輿
へ
.
共
を
し
て
準
枕
を
取
ら
し
む
る
こ
Z
を
認
め

τ
も
可
ご
恩

ふ
。
尤
も
此
稀
り
も
の
は
飽
迄
、
本
来
の
自
由
任
意
剛
健
永
る
性
質
を
保
持
せ
し
め
る
の
が
選

U
4
L
E
も

ν
へ

る
。
然
る
正
、
き
は
共
り
取
る
所

ω分
携
金
は
準
枕
ご
は
せ
字
、
翠
な
る
任
意
寄
附
金
正
い
ふ
こ
ピ
に
な
る
。
其
の

場
合
に
は
名
義
は
準
杭
で
は
な
い
が
、

併
し
其
会
盆
じ
H
A
ぽ
す
重
大
な
る
機
能
か
ら
見
工
、
質
質
的
に
は
実
が
準

つ
ま
b
比
は
任
意
税
(
普
泌
の
枕
は
強
制
的
に
の
仁
謝

L
)
ご
で

枕
的
の
も
の
で
あ
る
正
は
し
な
げ
れ
ば
な
ら
品
。

も
い
ふ
守
へ
き
も
の
で
あ
る
。

町
其
配
分
原
則
|
|
名
義
は
何
れ
に

L
て
も
、
H

公
盆
附
慢
の
分
備
金
は
準
税
的
に
配
分
古
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
租
枕
に
附
加
し
て
削
嘗
て
る
の
が
会
争
中
至
嘗
で
あ
る
。
卸
も
所
得
税
か
戸
数
割
か
に
依
る
り
が
至
嘗

で
ゐ
る
。

つ
ま
'
う
各
聞
係
者
の
金
き
人
的
能
力
に
膳
じ
て
相
官
な
ら
し
む

v
へ
き
も
の
で
あ
る
。
夫

ω往
々
に
し
て

又
は
我
邦
普
泌
に
行
以
る
、
や
う
に
、
曾
員
又
は
維
持
員

ω頭
割
平
等
に
て
か
又
は
簡
単
な
る
階
級
率
に
て
取
る

ご
い
ふ
の
は
、
公
盆
の
怨
め
に
す
る
分
探
金

ω
糊
嘗

τ方
ご
し

τは
不
適
常
で
あ
る
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫

の
話
公
共
闘
髄
・
例
之
、
農
曾
や
商
業
曾
議
所

ω準
税
に
て
は
人
頭
制
ピ
祖
取
割
ピ
が
強
行
し
て
居
る
が
、
此
等
の

図
髄
は
一
元
来
、
会
盆
的
240
な
ι
A
Y
仲
間

ω共
同
的
私
盆
を
も
計
る
の
に
か
ら
し
て
、
其
薩
に
人
頭
制
の
如
き
元
素

の
入
h
来
る
時
陣
地
が
あ
る
の
で
あ
る
o

り
れ
ど
も
単
な
る
会
盆
州
飽

r
z却
っ
て
私
盆
十
保
護
す
る
ご
い
ふ
意
味

な
き
も
の
で
あ
り
、
専
ら
会
盆

ω銭
め
古
い
ム
の
で
あ
る
か
ら
、
り
し
ろ
専
ら
能
力
原
則
に
従
ふ
の
が
遁
常

r
z

， .・..



い
ふ
こ

E
に
な
る
。。士

，同

論

以
上
要
之
、
会
盆
刷
慢
正
課
税
ご
の
閲
係
に
つ
い
て
は
従
来
、
公
盆
嗣
峰
山
り
課
税
出
荷
恕
に
つ
き
て
専
ら
問
題
ず

さ
れ
h
ん
が
、
此
外
に
、
会
盆
附
馴
限
的
課
税
構
及
拡
(
配
分
原
則
的
問
題
が
あ
与
、
そ
し

τ其
会
盆
阿
慨
は
名
義
は
兎

に
角
質
質
的
に
は
準
税
的
的
分
品
開
金
を
取
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
配
分
原
則
は
税
税
ピ
啓
し
〈
能
力
原
則
に
依
る

こ
正
、
す
イ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
日
常
盆
幽
般
の
課
税
出
荷
恕
は
英
剛
健
の
性
質
に
考
へ
歪
賞
な
h
ピ
す
る
理

由
は
あ
る
が
、
併
し
又
之
に
相
嘗

ω制
限
を
加
へ
な
り
れ
ば
な
ら
凶
必
要
も
あ
り
、
我
邦
的
質
際
的
規
定
の
如

き
、
此
見
地
か
ら
一
部
は
宥
恕
を
瑛
張

I
同
附
に
他
部
は
之
を
制
限
す
る
の
必
要
ゐ

o
t考
へ
ら
る
、
。

首

軍

公
益
幽
値
と
陳
軸

第
二
十
割
審

筋
一
一
揖

~ ....... 


